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○下諏訪町観光宿泊施設助成金交付要綱 

平成２６年３月２４日 

町要綱第６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町への観光客・宿泊客の誘致を促進し、増加に結び付けるため、

観光客等が快適に宿泊施設を利用できるよう魅力アップを図る事業に対し、予算の

範囲内で助成金を交付することについて、下諏訪町補助金等交付規則（平成１５年

下諏訪町規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象事業） 

第２条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）及び助成率、

助成金の限度額は別表のとおりとする。ただし、助成金の額に１，０００円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付対象者） 

第３条 助成金の交付対象者は、町内において旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）

第３条第１項に規定する許可を受けた者で、次のいずれにも該当するものとする。 

(1) 町観光協会又は町内の同業組合に加盟している者。 

(2) 町税等を滞納していない者。ただし、申請時点で町税等の滞納がある場合でも、

納付誓約書により分納を誓約している場合は交付対象者として認めるものとする。 

(3) 他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。 

（交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、観光宿泊施設助成金交付申請書（様式

第１号）に関係書類を添えて、事業着手前に町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第５条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を次条に規

定する観光宿泊施設助成事業審査会において審査させ、助成することを適当と認め

たときは、観光宿泊施設助成金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者

に通知するものとする。 

（完了期限） 

第６条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該申請に係る事業を、交付決定

の日から２年以内に完了しなければならない。 
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（観光宿泊施設助成事業審査会） 

第７条 観光宿泊施設助成事業審査会は、次に掲げる者により構成するものとする。 

(1) 建築施工に関する知識経験を有する者 

(2) 建築設計に関する知識経験を有する者 

(3) 下諏訪商工会議所専務理事 

(4) 建設水道課長 

(5) 産業振興課長 

（助成事業の変更又は中止の申請） 

第８条 申請者は、やむを得ない事由により助成金交付申請の内容を変更し、又は中

止しようとするときは、観光宿泊施設助成事業変更（中止）申請書（様式第３号）

を町長に提出し、承認を得なければならない。 

（変更決定） 

第９条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、観光宿泊施設助成事業変更（中止）決定通知書（様式第４号）により、当

該申請者に通知するものとする。 

（完了届の提出） 

第１０条 助成金の交付決定を受けた者は、助成事業完了後３０日以内又は助成事業

完了の日が属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、観光宿泊施設助成事

業完了届（様式第５号。以下「完了届」という。）を町長に提出しなければならな

い。 

（助成金額の確定） 

第１１条 町長は、前条の規定により完了届を受理したときは、その書類審査及び現

地調査を行い、助成金の額を確定し、観光宿泊施設助成金確定通知書（様式第６号）

を交付するものとする。 

（助成金の請求及び支払） 

第１２条 前条に規定する助成金の確定通知を受けた者は、観光宿泊施設助成金請求

書（様式第７号）により、町長に請求するものとする。 

（助成措置の取消し） 

第１３条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたと

きは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
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(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成の対象となった事業を１年以内に廃止したとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成２７年３月２７日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月１７日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和５年３月２２日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


